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１   歴史からみる千代田区の緑 

 

 

千代田区のまちのルーツは、江戸時代に遡る。武蔵野台地の東端に

構えた江戸城を中心に、日比谷入江の埋立てや外濠の整備が進めら

れ、大名藩邸・旗本屋敷・町地などが発展して完成した江戸城の総構

が、現在の千代田区のまちの骨格となっている。 

江戸時代、大名・旗本屋敷に築かれた庭や社寺林など、都市に緑が

編み込まれていた。町人が暮らす下町では人口密度は現在の５～６

倍と非常に高密度でありながら軒先にアサガオやホオヅキなどの植

物を置くなどして、誰もが緑を楽しんでいたといわれている。 

 

 

江戸城の南・西・北に広がる山の手では武家屋敷が置かれ、地形を巧みに生かした大名庭園等

が築かれた。現在、江戸城は皇居に受け継がれ、濠の水と緑に包まれている。いくつかの大名庭

園等は現在も都立公園等としてその姿をとどめている。こうした江戸時代から継承されてきた緑

が、現在も首都東京の緑の骨格であり、千代田区は、広域的な緑のネットワークの中心である皇

居とその周辺の公園群を抱えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代田区の北東側上空より南西方向を望む  

１ 江戸時代・まちのはじまり 

章 １ 第 千代田区の緑 

「お茶の水」 
（歌川広重二代『東都三十六景』より） 

（出典：国立国会図書館ウェブサイト） 
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現在の千代田区と周辺の緑の分布 

資料：東京都みどり率データより作成  
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明治時代になると、大名・旗本屋敷の庭は荒廃し、寺

院も廃仏毀釈により破壊された。明治中期、東京市区改

正事業等により帝都・東京の建設が開始され、幹線道路

や鉄道の整備とあわせて、日比谷公園や清水谷公園等が

整備された。また、明治初期から近代的街路樹の植樹が

はじまり、大正初期には、東京の主要道路のほとんどに

街路樹が植えられ、震災前には約 25,000本になった。 

大正 12年に関東大震災が発生し、町地の多くが倒壊・

消失した。その後の帝都復興事業によって都市基盤や都

市施設が一新される中、区内に錦華公園や淡路公園等、７つの震災復興小公園が整備された。 

関東大震災から復興した市街地は、東京大空襲によって再び壊滅状態となり、大量の瓦礫を処

理するために、河川や外濠の一部が埋め立てられた。戦災復興事業が進められ、主要幹線道路で

の街路樹の整備や公園等の配置が行われた。 

 

 

東京の市街地の復興は、その後の高度成長を牽引する基となった。高層ビルが林立するととも

に、首都高速道路の整備のために日本橋川や弁慶濠等の上には高架がかけられ、また神田川と日

本橋川に防潮堤が建設されるなど、人と水辺の距離が遠ざかっていった。一方で、皇居東御苑、

北の丸公園、国会前庭などが整備、開放されたのもこの時期である。モータリゼーションの進展

等によって公害が深刻化し、その反動で、騒音や振動の吸収、防塵、大気汚染防止等のための緑

化に注目が集まった。 

 

 

1998年、千代田区は、緑に関する施策を体系的に位置付

けた計画である「千代田区緑の基本計画」を策定した。 

昭和後期から平成初期にかけて進んだ業務地化と定住

人口の減少を経て、現在は都心回帰・定住人口の回復がみ

られるとともに、大丸有・日比谷・秋葉原・神田エリア等、

大規模な機能更新を含む都市再生の様々な手法により居

住環境が向上し、高度で多様な都市機能・空間が充実した。 

現在は、環境共生型まちづくり、エリアマネジメントが

発展し、道路、河川の有効活用、賑わい創出によって、オープンスペースは人々の多様な活動空

間へと変化、水や緑を積極的に活かしたまちづくりが進んでいる。 

  

２ 帝都・東京の建設と震災・戦災からの復興 

３ 高度経済成長期 

４ 成熟時代 

「馬場先門外」（現在の麹町・皇居周辺） 
（東京市市史編纂係『東京案内上巻』より） 

（出典：国立国会図書館ウェブサイト） 

丸の内仲通り 
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２   空からみる千代田区の緑 

 

本区全域 1,166haに対し、緑被地は約 270ha、緑被率は 23.22%である（2018年度時点）。皇居と

周辺の公園が区の中心に位置し、区内最大の緑地となっている他、外濠、靖國神社、国会議事堂

前庭等にまとまった緑が分布している。 

2003年度時点と比較して、区内いずれの地域でも緑被率が増加している一方、緑が偏在してお

り、特に区北東部の緑被率が低く、いずれの地域も 10%未満の状況である。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑被分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区全体の緑被率と緑被面積の推移                       地域別の緑被率の推移  
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皇居が区の中心に位置し、その周辺に配置された、国民公園である北の丸公園と皇居外苑、都

立公園である日比谷公園、都市公園に準ずるものとして国会前庭等が一体となって大規模な緑地

を形成している。 

区の外縁部には外濠、神田川が流れ、また首都高速道路の高架下に日本橋川が流れる。区の中

心には、皇居等を内濠が囲んでいる。 

まちなかには区民に身近な緑地として、区が整備する街区公園、児童遊園、広場が位置する。

また、都市開発諸制度等によって民間企業等が整備する空地は、前計画策定時から約２倍に増加

し、全区立公園面積の約４倍の面積が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンスペースの分布 

 

 

 

 

 

 

 

 
オープンスペースの面積推移  

公開空地の図中表示は位置を示すもの。各空地の

面積を示すものではない。 
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３   地域特性からみる千代田区の緑 

 

 

高層ビル群が林立する中で、濠の水と豊かな緑に囲まれた大規模なボイド空間を形成しており、

周辺の緑地とあわせて、本区だけなく東京 23区にとっての緑の核となっている。 

また、貴重な生物種が確認されるなど、東京の中心部にあって、極めて多様な生物相に恵まれ

る豊かな自然環境を形成している。 

 

 

 

 

皇居より西、北側の台地部に位置し、江戸時代は旗本屋敷として多くの武士が暮らし、一部は

町地であった。 

近世城下町の屋敷や長屋が組み合わさった都市構造を引き継ぎ、街区は大きいものの、道幅は

狭くなっており、緑化余地が限られることから緑が少ない場所も存在する。一方、公園や敷地の

広い民有地では緑豊かな空間が形成されている。また、道幅が狭く街路樹のない道路沿いにおい

ても、民間企業や住宅地の緑が創出されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 皇居 

２ 麹町・番町・飯田橋・富士見地域 

清水谷公園（紀尾井町） 東京大神宮周辺（富士見） 

皇居とその周辺 
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平地部及びかつて海であった範囲に位置する。江戸時代には旗本屋敷あるいは町地であった。

「江戸総鎮守」として、江戸幕府が崇拝した神田明神が位置する。明治以降の開発によって、神

保町地域には病院、出版・印刷・製本業が集積し、神田エリアにはスポーツ用品店、老舗、楽器店

の街並みが残る。秋葉原駅周辺は高度経済成長とともに世界有数の電気街、サブカルチャーのま

ちに発展した。 

通りに面した商店と狭い裏長屋が構成する江戸時代の都市構造を引き継ぎ、また震災復興区画

整理を経て、敷地が小さく、狭い路地が縦横に入り組んでいるため、緑化余地が限られている。

秋葉原駅周辺など再開発によって緑が創出されている場所もある一方、敷地内に緑を創出する余

地が無く、緑のない街路も存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大名屋敷が立ち並んでいた大丸有は世界有数のビジネス拠点に成長し、土地の高度利用が進ん

でいる。日本の高速鉄道網の結節点・東京駅が立地。永田町は、政治・行政・司法の中枢が集積す

る日本の中心となっている。 

大名屋敷を引き継いでいるため、一つひとつの街区が大きく、道幅も広いため、面的な緑化余

地が多く存在している。高層ビルが立ち並ぶ中で、民間企業が創出した公開空地等が、来訪者や

働く人々の憩いの場となっている。また、行幸通りや日比谷公園等、首都東京を象徴する緑が存

在する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 神保町・神田公園・万世橋・和泉橋地域 

４ 大手町・丸の内・有楽町・永田町地域 

東京駅・行幸通り（丸の内） 大手町の森（大手町） 

須田町老舗街（神田須田町） 秋葉原駅前（外神田） 
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４   人の目からみる千代田区の緑 

 

質の高い緑とオープンスペースは、まちに人々の交流をもたらしている。新緑の季節に丸の内

仲通りに設けられた約 100m の芝生敷きの空間は、オフィスや買い物に訪れた人々に新しい楽しみ

を提供した。文化芸術活動拠点「アーツ千代田 3331」と練成公園は、屋内外が一体となって、展

覧会・イベント、散歩等、様々な余暇活動に利用されている。 

 

 

 

 

また、まちなかの緑は、潤いある景観や心安らぐ場を創出している。街路樹や花植え、マンシ

ョンの外構や生垣など、豊かな緑に彩られた景観は、まちに落ち着きや品格を与えている。日本

橋川沿いに整備された大手町川端緑道は、働く人々にとって憩いの場となる水と緑の空間となっ

ている。 

 

 

 

  

MARUNOUCHI STREET PARK イベント 
（写真：千代田区観光協会） 

大手町川端緑道 富士見地域のまち角 

練成公園とアーツ千代田 3331 
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- 緑視率調査結果 - 

○ 麹町・番町地域や飯田橋・富士見地域では緑視率の高い地点が多くみられた。神田公園地域

や万世橋地域では、緑視率の低い地点が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 緑視率 

※調査地点によって写真の撮影方法等が異なる。詳細は資料編に収録 

 

○ 緑視率調査を通じて、次のような傾向がみられた。 

   

 

 

１．街路樹が緑視率の向上に寄与。 ２．街路樹がない道路でも、道路

に面する民間敷地が中高木、

生垣を植栽することで緑視率

向上に寄与。 

３．道路に建物が迫り緑化余地が

限られる場所でも、鉢植えな

ど、地先園芸などによって、

緑視率向上に寄与。 
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１   計画が対象とする緑とその役割 

 

 

本計画は、行政が管理する緑だけでなく、民間企業や個人が所有、管理する緑も対象とする。

具体的には、樹木、草花、社寺林等の樹林、河川・水路、公園、グラウンド、街路樹等である。 

 

 

 

近年、少子高齢化、自然災害リスクの高まり、環境問題、国際競争の激化等を背景に、緑がも

つ多機能性を発揮させることによって都市における社会的課題を解決することが求められている。 

自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方である「グリ

ーンインフラ」の概念が、国内の都市づくり、地域づくりにおいても導入されており、都市にお

いて緑を保全・創出することに加えて、緑が有する多機能性を、魅力的な都市形成の手段として

いくことが期待される。 

 

 

グリーンインフラのイメージ（出典：国土交通省資料） 

  

１ 計画が対象とする緑 

２ 緑に求められる役割の拡大 

章 ２ 第 計画の基本事項 
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- グリーンインフラ - 

○国土交通省により令和元年に公表されたグリーンインフラ推進戦略では、互いに関連し複雑化

する都市の社会課題に対して、「多様な機能を有する」、「多様な主体が参画する」、「時間の経過

とともに機能を発揮する」という特徴を備えたグリーンインフラの取組みを行っていくことが

目指されている。 

○グリーンインフラ推進戦略では、緑の基本計画にもグリーンインフラを組み込んでいくことが

想定されている。この際、グリーンインフラの特徴について、以下の点に留意していくことが

重要となる。 

・「多様な機能を有する」について、水、エネルギー、気象、生物、景観など、さまざまな視点

から「みどり」が有する機能を捉え、まちづくりの様々な場面において活用していくこと。 

・「多様な主体が参画する」について、多様な主体がそれぞれの役割をより効果的に果たしてい

くことができるよう、適切なマネジメントやガバナンスを行っていくこと。 

・「時間の経過とともに機能を発揮する」については、順応的管理の考え方を積極的に取り入れ、

その時々の状況にリアルタイムで臨機応変に対応した施策展開を行っていくこと。 
 
 

 

 

 

千代田区は、東京の水と緑のネットワーク形成において重要な位置にある。豊かな緑を抱える

皇居は、東京湾からの風を 23区へと引き込む風の道の中継地であり、区内外の都市公園等の緑の

拠点をつなぐエコロジカルネットワークの中核的な拠点でもある。また、本区を包む外濠や神田

川の水と緑は、皇居等の緑を本区の外側へとつなげていく起点としての役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 広域的な緑の役割 

東京都が掲げる水と緑のネットワーク形成のイメージ 
資料：「東京が新たに進めるみどりの取組」に本区の位置を加筆 

千代田区 
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現在の千代田区は、働く・学ぶ人、居住する人、訪れる人など、多様な人々の生活・活動の場と

なっている。政治・行政・司法の中枢機関が集積し、歴史的街並み、芸術文化等の個性ある界隈

が存在するとともに、都市の大規模機能更新が進み、商業・業務機能が高度に集積している。 

本区が、多様な人々が豊かな都心生活をおくる、持続可能で魅力的な都市を形成していくため

には、本区の緑が抱える多様な機能を活用していくことが求められる。 

個別の敷地や施設にとどまらず、多様な主体の連携のもと、街区や都市全体で緑を活用してい

くことで、より効果的、多面的に緑の機能が発揮されていくことが期待される。 

 

- 本区における緑の主な機能 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 本区における緑の役割 

１．都市環境の形成 

・ヒートアイランド現象の緩和 

・生物多様性の保全 

・温室効果ガスの吸収 

・防音、防塵 

２．防災・減災 

・大規模火災発生時における延焼防止 

・雨水浸透・貯留による都市型水害の軽減 

・災害発生時の避難や支援の場 

・防災教育の場 

３．健康・福祉 

・散歩や運動の場 

・子どもの遊び場、子育て支援 

・ストレスの軽減 

・密を回避する開放的な空間提供 

４．地域コミュニティの形成 

・交流促進、地域コミュニティの形成 

・祭り等地域の活動の場の提供 

・地域の自然観・郷土愛の醸成 

・環境教育や自然とのふれあいの提供 

５．経済・活力 

・良好な環境・景観形成による 

不動産価値の向上 

・都市の魅力の向上・国際競争力の増進 

・観光振興 
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２   計画の位置付け・目標年次・対象範囲 

 

 

「千代田区緑の基本計画」は、都市緑地法第４条第１項に規定される「緑地の保全および緑化

の推進に関する基本計画」として、千代田区における緑とオープンスペースの確保に関する具体

的な指針として、目指す緑の方向性、緑の配置、施策展開等を体系的に位置付ける計画である。 

本計画は、「千代田区基本構想・基本計画」、「千代田区都市計画マスタープラン」を上位計画と

し、「千代田区景観まちづくり計画」等の関連計画と整合を図り策定する。また、東京都が定める

緑施策に関する計画と整合を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 緑の基本計画の位置付け 

 

  

１ 計画の位置付け 

・千代田区地球温暖化対策 

地域推進計画 

・ちよだ生物多様性推進プラン 

・千代田区景観まちづくり計画 

・千代田区道路整備方針 

千代田区緑の基本計画 

・第３次長期総合計画「基本構想」 

・ちよだみらいプロジェクト 

千代田区第３次基本計画 2015 

東京都が定める緑に関する計画 

・都市づくりのグランドデザイン 

・都市計画区域の整備、開発及び 

保全の方針 

・緑確保の総合的な方針 

・都市計画公園・緑地の整備方針 ・千代田区都市計画マスタープラン 

・千代田区公園・児童遊園等 

整備方針 

・豊かな緑を育むための都市 

緑化植物ガイドライン 

・千代田区緑化推進要綱 
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本計画の上位計画である「千代田区都市計画マスタープラン」にあわせ、本計画は、概ね 20年

後を展望するものとし、目標年次を 2040年頃とする。 

 

 

 

千代田区全域を計画対象区域とする。 

また、皇居を中心に豊かな緑が一体的に保全さ

れている「千代田」、「皇居外苑」、「北の丸公園」

（いずれも町丁名）を除く千代田区全域を、緑化

重点地区（都市緑地法第４条２項第８号項に規定

する「緑化地域以外の重点的に緑化の推進に配慮

を加えるべき地区」）とする。 

なお、今後本計画に基づき、緑化地域が指定さ

れた場合はこの限りではない。 

 

 

 

  

２ 計画目標年次 

３ 計画対象区域 

計画対象区域と緑化重点地区範囲 
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３   計画改定の背景 

 

 

「前計画」の策定から約 20 年が経過し、千代田区を取り巻く社会状況は大きく変化している。

定住人口回復を主眼として取り組んできたまちづくりの成果として人口が急激に増加する一方、

コミュニティや界隈の個性が希薄化するなどの新たな課題も浮上している。 

また、地震や水害等の激甚化を背景に、災害時にも首都機能等を維持する強靭性が一層求めら

れている。酷暑や集中豪雨など気候変動の影響が身近な生活に及ぶようになり、世界全体も地球

温暖化対策の取組も活発化している中、本区もゼロエミッションを掲げるなど、持続可能な都市

の形成が重要な都市課題となっている。 

2020年には新型コロナウイルス感染症が発生し、移動制限や３密回避等が求められるなか、住

まいに身近な公園や緑地の重要性が再確認された。今後、テレワークやオンライン教育は更に広

がり、人々の暮らしや価値観が多様化していくものと考えられる。 

  

１ 千代田区を取り巻く環境の変化 
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①国際的な動向 -SDGs（持続可能な開発目標）- 

SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015年 9月の国連サミットで採択された、持続可能でより

よい社会の実現を目指す 17 の国際目標である。17の国際目標は社会・経済・環境に関する世界が

直面する課題を網羅的に示しており、途上国や先進国にかかわらず、皆が課題解決に向けて取り

組むべき目標として、一人ひとりに行動が求められている。 

緑や水の保全・創出は、特に目標 6、13、14、15に強く関連している。この目標 6、13、14、15

は、全 17の目標の関係性を整理したウエディングケーキモデルでは、経済と社会を支える「環境」

に関する目標とされている。 

緑の基本計画は、SDGsの視点では、都市の経済と社会の土台を形成するための計画の一つであ

ると捉えることができる。 

 
SDGsウエディングケーキモデル 

（出典：ストックホルム・レジリエンス・センター） 

 

 

SDGs17の目標  

２ 国際的な動向、国や東京都の方向性 
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②国の方向性 

近年、緑の役割の拡大等を背景に、国においても、都市における緑とオープンスペースの政策

に新たな展開がみられる。 

都市緑地法と都市公園法が平成 29年に一部改正され、民間企業等が創出する公開性のある緑地

への支援や、都市公園の活用に向けた民間事業者の施設設置など、民間企業等との一層の連携を

促進する仕組みが創設された。 

さらに、次世代を見据えた社会資本整備や土地利用推進のため「グリーンインフラ推進戦略」

がとりまとめられるとともに、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の創設によって、自治

体と民間主体が連携したグリーンインフラに関する取組みが一体的に支援されるようになった。 

 

 

③東京都の方向性 

東京都は、2040年に向けた施策を定める「東京が新たに進めるみどりの取組」(令和元年５月)

において、「緑を総量としてこれ以上減らさない」を目標に、拠点・骨格となる緑の形成や、緑の

量的な底上げと質の向上、特色ある緑の創出等を方針に掲げている。 

また、「『未来の東京』戦略」のなかで、「水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京」を

戦略のひとつとし、2030年に向けた政策目標を示している。そこでは、都市公園の新たな開園等

が掲げられるとともに、日本橋周辺のまちづくりと連携した首都高の地下化と河川空間を活かし

た水辺再生や、外濠の水質改善等がプロジェクトとして示されている。 

さらに、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」(令和２年 12 月改定)では、開

発敷地外の緑の保全・創出を公共貢献として評価する方針を示すとともに、「緑確保の総合的な方

針」（令和２年７月改定）では、丘陵地や骨格などのみどりの厚みとつながりの強化に向けて、自

治体を超えて連続する崖線の重要性が示されている。 
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１   これまでの取組みの成果 

これまで前計画に基づき、緑地、緑化、普及啓発の３つの方針の下、取組みを推進してきた。 
 

 

大骨格を形成する緑の保全、内濠・外濠の利用性の向上 

前計画期間中、大骨格※を形成する緑を確実に保全するとともに、区民等が立ち寄り、滞在でき

る環境を内濠・外濠周辺に整備してきた。  ※大骨格：皇居、北の丸公園、内濠、日比谷公園、外濠等 

【主な成果】 

◇北の丸公園、日比谷公園、内濠の保全 

◇風致地区、地区計画等の都市計画制度の運用による外濠の保全・育成 

◇外濠、内濠周辺の緑道等の整備（大手町川端緑道、千鳥ヶ淵緑道、代

官町通り、九段坂公園、日本橋川沿いの散策路等） 

 

再開発等にあわせた良好な緑と水辺空間の創出 

再開発にあわせて公共空間を再整備したり、公共公益施設にオープンスペースを創出してきた。 

【主な成果】 

◇土地区画整理事業、地区計画等による公園、公共広場の整備 

◇淡路町の再開発事業では、民間企業のオープンスペースと一体的に

緑地を整備。神田錦町では、民間開発と同時に区道を広場化して一

体的な緑地を創出し、町会と連携して地域に所縁のある愛称を付与。 

◇公共公益施設建て替え時にオープンスペース創出（区役所、かがや

きプラザ等）、既存のオープンスペースの再整備（西神田けやきの広

場、清水谷公園等） 

 

《数値目標の達成状況》 

身近な緑地を約 23haから約 45haに倍増する＝達成 

○ 目標値の約 45haを上回り、平成 30年度時点で 50ha。 

※身近な緑地：住区基幹公園（街区公園）、児童遊園、

広場、開発諸制度等による空地。 

  

１ 緑地についての取組み 

身近な緑地面積 

淡路公園 

大手町川端緑道 

章 ３ 第 千代田区の取組みの成果と課題 
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緑被率 

 

民間の開発時に創出するオープンスペースへの緑化指導 

再開発が進み、公開空地が前計画策定時の２倍に増加する中、中規模の個別開発においても緑

化指導、支援を行い、緑化を推進してきたことで、質の高い民間緑地も創出されている。 

【主な成果】 

◇民間の開発案件に対して、緑化指導要綱等に基づく緑化指

導、ヒートアイランド対策助成等による緑化支援を実施。 

◇公開空地面積が前計画策定時より約２倍に増加する中、緑

地の質が評価される民間の緑地が創出されてきた。 

（SEGES：７箇所、ABINC：５箇所、江戸のみどり登録緑地：４箇所） 

 

多様な植栽形式を導入した沿道緑化 

区道の街路樹本数は約５千本で 20年間ほぼ横ばいだが、生物多様性に配慮した多様な樹種の街

路樹整備、花壇等の設置によって、道路の緑化を実施してきた。 

【主な成果】 

◇生物多様性に配慮した街路樹の樹種選定による整備推進（お

茶の水仲通り等） 

◇植樹帯、花壇、ハンギングバスケットの設置による沿道緑化 

◇「豊かな緑を育むための都市緑化植物ガイドライン」の作成 

 

 

人々を迎える緑のゲートづくり 

東京駅前に官民連携によるトータルデザイン会議を踏まえた駅前広場及び行幸通りの再整備を

実施した。 

 

 

《数値目標の達成状況》 

緑被率を 19%から 25%に向上する＝未達成 

○ 目標値の 25%に達しなかったものの、官民の緑化推進に

よって、計画策定時から緑被率が増加した。 

 

 

 

大径木を 655本から 1300本に倍増する＝検討手法を見直し 

○ 「大径木」の定義を見直した。計画策定時は、大径木の定義を樹冠 10ｍ以上としていたが、

現在は大径木の定義（地上 1.3ｍの高さにおいて幹回り 150ｃｍ以上）としている。 

○ 現在の定義では、平成 28～30年度の調査によって、5,927本。  

２ 緑化についての取組み 

大手町の森 

お茶の水仲通りの街路樹 
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緑を増やす意識づくり・きっかけづくり 

パンフレットやイベント時の緑化セットの配布等により緑化に関する普及啓発を進めてきた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の組織・体制づくり 

アダプトシステムによる緑化など緑の自主管理組織の育成、さくらサポーター制度等によるサ

クラの維持管理等を進めてきた。 

【主な成果】 

• 道路、公園のアダプトシステム、道路愛護会による植樹帯の整備を実施。 

• さくらサポーター制度※、千代田区さくら基金によって、サクラの名所の維持管理を実施。 

※「区の花さくら再生計画」に基づき区が募集し、サクラについての勉強会や木の調査などを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 普及啓発についての取組み 

（回）

28回

35回

31回 31回 30回 31回

26回

道路、公園アダプトの実施回数の推移 

区内の環境配慮施設や取組みを紹介する小冊子 身近に取り組める地球温暖化対策活動を紹介する情報

誌 
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２   緑に対する区民意識の動向 

「緑が多いまち」とのイメージをまちに対して持つ人は、区民、在勤・在学者ともに同様の傾

向にあり、緑の量が少ない地域が特に、緑が多いまちとしての評価が低い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地域の約 10 年間の緑の増減について、半数以上の人が、「あまり変化がない」と感じてい

る。「増えた」と感じる人は、全体の２割に満たない状況である。 

 

居住周辺の緑の豊かさに対して「良い」と感じる人、公園・遊び場について「良い」と感じる人

は、10年前に比べて大きく増加しているが、ここ５年間は横ばい傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=878

お住まいのまちのイメージ「緑が多いまち」の回答 

（９の選択肢からいくつでも選択） 

（2018年度千代田区民世論調査） 

千代田区の魅力「緑が多い」の回答 

（15の選択肢から３つまで選択） 

（2018年千代田区のまちづくりアンケート調査） 

【区民の評価】 【在勤・在学者の評価】 

お住まいの地域の緑の増減（2019年度千代田区民世論調査） 

【公園・遊び場】 【緑の豊かさ】 

n=878

n=878

自宅周辺の生活環境の評価の推移（1999年～2019年度千代田区民世論調査） 
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３   計画改定の課題 

千代田区のまちづくりや区民意識などの千代田区の緑を取り巻く状況や前計画の成果を踏まえ

て、計画改定の主な課題を整理した。 

 

 

前計画期間中、大骨格を形成する緑を確実に保全するとともに、公園、公共広場としての利便

性向上を図ってきた。 

東京都における広域的な緑のネットワークの考え方は、皇居を中心とする千代田区の緑が重要

である位置づけに変わりがないため、引き続き、大骨格を形成する緑を保全し、広域的な水と緑

のネットワーク形成に展開・貢献していくことが重要である。 

 

 

公園、公共広場の利便性向上等にも引き続き取り組んでいく必要があるが、これまでは個々の

再開発の機会を捉えて、個別に対応してきた。 

区民の公園等の整備充実のニーズが存在している一方、近年の公園に対する評価は向上してい

ない状況が続いている。また、新型コロナウイルス感染症の流行等を背景に、日常生活圏に存在

する身近な緑とオープンスペースが、心身の健康や暮らしの安らぎを支えるものとして再評価さ

れている。 

再開発が行われる地域やその周辺のみならず、区民が多く居住する地域において、地域住民の

ニーズを捉えた公園等の更新を、民間とも連携しながら、積極的に進め、その地域に相応しい、

区民に愛される緑地を創出していくことが重要である。 

 

 

前計画期間中、緑化推進や広場整備等によって、緑の空間が形成され、緑被率が向上してきた。

計画時の容積率緩和によって民間企業の敷地で緑が創出・維持され、近年緑に求められる生物多

様性や地域コミュニティ醸成の場として機能している空間も存在する。 

今後も地域の課題解決に貢献する緑地を創出していくためには、公共施設における緑化を引き

続き推進していくとともに、民間企業が竣工時に創出した緑を一層良質なものとして維持してい

くよう促進していくことが必要である。 

そのためには、緑地整備後に当該空間を利用する住民、来街者のニーズに即した緑の質を検討

した上で緑地を整備し、その質を維持・向上させていくために必要なインセンティブ付与、誘導

の仕組みを充実していくことが重要である。 

  

１ 大骨格を形成する緑の保全 

２ 地域にふさわしい区民に愛される緑地の創出 

３ 質の高い緑の創出と継続的な質の向上 



第３章 千代田区の取組みの成果と課題 | 23 

 

首都直下地震が発生した場合、千代田区ではおよそ 50万人の帰宅困難者の発生が想定されてい

る※。また集中豪雨や台風により、特に飯田橋・九段下・神田駅周辺等ではこれまで複数回の浸水

被害が発生。平成 5 年の台風では丸の内・有楽町の大部分が浸水した。日本有数の業務集積、官

公庁集積地区を抱え、都心居住回帰により区内に住む人々も増加した現在、千代田区のまちづく

りにおいて、災害に対応する強靭性の確保が重要な課題となっている。 

  ※「千代田区地域防災計画修正」M7.3、東京湾北部を震源、PM12～18 発生の場合。 

緑地は、平常時には、区民の憩いの場、コミュニティ醸成の場、良好な景観を形成する要素と

して機能する。災害発生時には、避難地等となるとともに、雨水流出を抑制することで都市型水

害を防止・減衰させる防災機能を有し、また健全な水循環の確保による周辺河川等の水質浄化に

貢献することができる。 

内濠・外濠に囲まれた千代田区において、健全な水循環の確保、防災機能の発揮等の観点から、

緑地の配置を検討していくとともに、平常時にも美しい緑の空間として存在できる整備・維持管

理を、地域住民・事業者の参画を得ながら進めていくことが重要である。 

 

 

区北東部など緑化余地が限られる場所では依然として緑が少なく、区民が感じる「緑の豊かさ」

も近年横ばいが続いている。公共施設や公開空地等の民有地においては、区民が緑に接する機会

を十分に提供できていない空間もみられる。 

また、大丸有などエリアマネジメント団体を中心にまちづくりが進められている地域などを除

いて、良質な緑の空間は、個々の開発案件においてのみ創出されている状況にある。 

「個性ある界隈を活かし、様々な人々の活動・交流を活発にする」千代田区の都市づくりを、

緑の側面から支えていくために、民間企業による公共貢献等の仕組みも見据えながら、民間の緑

地、公園、街路樹等が連続し一体的に利用できる等、質の高い緑の空間を民間と行政が連携しな

がら、ネットワーク化し、地域ニーズに即して創出していくことが重要である。 

 

 

前計画期間中、アダプトシステムによる緑化等、緑の自主管理組織の育成を進めてきた。エリ

アマネジメントや地区計画の中で緑化推進が位置付けられたことで、緑豊かなまちづくりが進ん

だ地域もあり、「住民・企業・行政が一体となって進める緑のまちづくり」が進展してきた。 

多主体が参画する緑のまちづくりの機運を今後も伸ばしていくため、引き続き区民等の参画機

会を創出、情報提供等によって取組みをバックアップしていくことが重要である。 

  

４ 都市の強靭性を高める緑の整備 

５ 民間と行政の連携によるきめ細やかな緑のネットワークの形成 

６ 緑のまちづくりへの区民等の参画機会の創出、バックアップ 
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現在、アダプトシステムは参加者の高齢化による団体存続が危ぶまれる状況にある。また近年

は社会潮流の変化や技術革新が著しく、緑のまちづくりを進めるために必要な体制、有効な方策

が変化、充実していくことも想定される。 

今後は、企業、学生、新たに地域に転入した方等と地域住民が連携しながら緑のまちづくりを

進めていくことのできる柔軟な体制が重要となる。千代田区が都市づくりにおいて重視する「ま

ちづくりをタイムリーかつ創造的に変革していくための都市マネジメント」を、緑施策において

も必要視し、多様な人が様々な形で緑と関わりながら、社会や技術の変化に応じて、硬直的な体

制を維持せず、その都度柔軟に、必要なマネジメントを構築していくことが重要である。 

  

７ 変化に応える柔軟なマネジメントの構築 
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計画改定の課題の導出 

①大骨格を形成する緑の

保全 

②地域にふさわしい区民

に愛される緑地の創出 

③質の高い緑の創出と 

継続的な質の向上 

④都市の強靭性を高める 

緑の整備 

⑤民間と行政の連携に 

よるきめ細やかな緑の 

ネットワークの形成 

⑥緑のまちづくりへの 

区民等の参画機会の 

創出、バックアップ 

計画改定の課題 
千代田区における今後の緑施策のあり方 前計画の成果 

⑦変化に応える柔軟な 

マネジメントの構築 

■緑地についての取組成果 

・大骨格を形成する緑を確実に保全。区民等が立ち

寄り、滞在できる環境を内濠、外濠周辺に整備。 

・まちなかでは、再開発にあわせて公共空間を再整

備。公共公益施設にオープンスペースを創出。 

■緑化についての取組成果 

・民間への緑化指導、支援によって、緑化を推進。

質の高い民間緑地も創出されている。 

・生物多様性に配慮した多様な樹種の街路樹整備、

花壇等の設置によって、道路の緑化を実施。 

・「緑のゲート」を主とした整備の事例は少ないが、

道路整備や個別の景観協議で誘導した。 

■普及啓発についての取組成果 

・パンフレット、緑化セットの配布等により緑化に

関する普及啓発を実施。 

・アダプトシステムによる緑化など、緑の自主管理

組織の育成。 

区民意識 

・緑地が増加する一方、居住者の緑や公園に対する評価は横ばい。 

・公園の整備ニーズ。民有地の緑、公共公益施設の緑に接する機会の少なさ。 

千代田区の緑を取り巻く社会の変化 

・緑に求められる役割の拡大       ・加速する千代田区のまちづくり 

・東京都：緑の量的な底上げ、質の向上   （多様性、先進性、強靭・持続可能性） 
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１   基本理念 

 

江戸のまちの骨格を継承し各時代を経た本区は、わが国を象徴する皇居とその周辺の公園群を

抱え、かつての大名庭園等が骨格となる首都東京の緑のネットワークの中心となっている。また

各場所で積み重ねられた歴史文化、産業等が街区、界隈の特色となって現われ、人々が住み、働

き、学び、滞在する舞台となっている。近年、都市づくりにおいて緑を積極的に活かそうとする

機運が高まっており、民間企業やエリアマネジメント団体によって、まちに賑わいや品格、潤い

をもたらし、生物の生息・移動を支える質の高い緑とオープンスペースが次々と創出されている。 

一方、本区を取り巻く状況は変化し続けている。コミュニティや界隈の個性の希薄化等の新た

な課題が浮上し、また人の暮らしや価値観が多様化する中、これまでの住み、働き、学び、滞在

する空間のあり方は見直されていくと考えられる。さらに今後 20年を見据えると、現時点では想

定しえない課題が浮上することも想定され、大小様々な変化に柔軟に対応することが求められる。 

そうした中で、本区の緑とオープンスペースは一層大きな役割を果たしていくべきである。内

濠・外濠など大骨格となる緑を将来にわたって継承し、江戸-東京の緑と水を主役とするネットワ

ークの中心であり続ける。さらに、一つひとつの緑は、人とまちのつながりを深める役割を果た

し、多様な人々の交流の場となり、交流がもたらす都市の成長や賑わいの起点となる。住み、働

き、学び、滞在する人々にとって、誰もが居心地良く、まちへの愛着を感じる場となる。また、緑

量確保や定期的な維持管理のみならず、界隈性や歴史を感じさせる緑、人々に愛され続ける緑は

いかにあるべきか、地域の人々との対話を重ねながら検討と試行錯誤を重ね、進展する科学技術

等を活用し、まちの変化に柔軟に対応するマネジメントが、本区の緑を支えていく。 

本区は、まちの誰もが花や緑を愛でたといわれる江戸の頃より、明治、大正、昭和、平成の時

代を通じて、首都東京のまちづくりを先導してきた。本計画は、新たな時代においても、世界に

誇れる都市を目指す東京のフロントランナーとして、人々が緑を愛でて豊かに暮らす都市の実現

に向け、変化にも果敢にチャレンジしていく緑施策の展開を構想するものである。このような認

識のもと、千代田区における緑とオープンスペースに関する施策展開の基本理念を次のとおり定

める。 

 

 

 

 

  

章 ４ 第 千代田区の目指す緑の方向性 

※基本理念のフレーズ 
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※フレーズは、以下の案を検討中 

 

 

案① 

緑がつなぐ、人・まち・未来 
―緑によって、人とまちの関係性を深め、暮らしを豊かにし、 

世界に誇る緑豊かな首都東京の形成を先導する― 

 

 

案② 

つながりを深める、未来につなぐ 
―緑によって、人とまちの関係性を深め、暮らしを豊かにし、 

世界に誇る緑豊かな首都東京の形成を先導する― 
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２   将来像 

 

基本理念の下、次の３つの将来像の実現に向けて、取組みを展開する。 

 

将来像Ⅰ 

内濠リングと外濠リングを基盤とする構造的なネットワーク 

千代田区には、東京 23区部においても中心となる緑地（内濠・外濠）があるほか、象徴的・文

化的意義の高い緑が多く存在。これらの骨格的な緑は、日本の中心地としての象徴性、都心部の

自然性・快適性・安全性等の確保に寄与している。 

内濠と外濠の分断が課題となってきたが、この 20年で、大手町川端緑道、千鳥ヶ淵緑道等の整

備を進めるなど改善を図ってきた。さらに各地での再開発を契機に、民間企業と連携しながら、

都市の中に豊かな緑を創出してきた。企業、地域住民、行政が協働し、お茶の水仲通り、神田警

察通り、丸の内仲通りなど、まちの品格を高める緑の街路空間も生まれた。 

この 20年間の動きを継承し、内濠と外濠を基盤としつつ、これらをつなぐ緑を計画的に創出し、

区内のみならず東京都全域に向けた、自然を運び、緑と水を主役とする構造的なネットワークの

形成を進める。 

 

 

将来像Ⅱ 

暮らしの安心を支え、人々に愛される身近な緑 

千代田区は、江戸の都市構造を引き継ぎ、様々な性格の地域が集合した都市である。暮らす人々、

立地する建物、開発の方向性が異なり、それぞれの性格に応じた緑づくりを進めることで、都市

に新しい付加価値を生み出していく。 

業務施設が集積する地域では、民間企業や国・都と連携を図り、日本の顔としての象徴性のあ

る緑の景観の創出や、自然と共生できる都心づくり、バイオフィリックデザインの導入による生

産性・創造性の向上、暑熱環境の改善やエネルギー消費の軽減等、緑の多様な機能を発揮させる。 

一方で多くの区民が生活する場所では、区民が安心して末永く生活し、快適に働くことのでき

る緑づくりを進める。暮らしに身近な緑地が、日々の交流の場となり、同時に都市型水害の防止

や災害時の避難場所等の安全安心を提供していく。街区が狭く、新たに緑を創出する余地の無い

場所でも、新たな技術を活用した緑化や、小さな緑や花による彩りを加えていく。 
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将来像Ⅲ 

まちと人の変化を捉えて模索する柔軟な緑のマネジメント 

この 20年間、地区ごとのまちづくりや再開発が進行し、様々な人々、企業がまちと関わるよう

になった。一方、新たに住み始めた人々の交流機会の創出や、都市の変化に伴う地域らしさの継

承が課題となっている。また科学技術の進展は、都市のスマート化を加速させ、今後も目まぐる

しい都市の変化が想定される。 

従来の人工構造物による社会基盤は竣工時に最大の効果を発現するが、緑は、適切な維持管理、

運営によって成長し、効果を発揮し続けるポテンシャルを有している。さらに、人々が緑づくり

に関わることで、交流が生まれ、コミュニティ形成へとつながる。 

この緑の特徴を活かして、エリアマネジメントの進展や居住者層の変化、新たな開発等、まち

と人の変化に応じて、地域の状況に即した緑のマネジメントを展開する。様々な変化を捉え、暫

定的な手法を試行するなど、取組過程においても適切なマネジメントを模索することのできる体

制を整えていく。 
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３   基本方針 

 

基本理念「緑がつなぐ、人・まち・未来」が示すように、本区の緑施策の展開において、「つな

ぐ」は、重要な考え方である。緑同士がつながることで、緑の有する様々な機能はより効果的に

まちに広がっていく。また、緑は、人とまちをつなぐ手段ともなる。さらに、緑は、時間の経過と

ともに成長し、未来へとつながっていくものでもある。 

３つの将来像を実現するための取組みは、大きく６つの「つなぐ」によって構成する。 

 

 

１．歴史をつなぐ 

－千代田区の歴史が育んできた緑の拠点の保全・活用－ 

皇居と内濠と外濠を中心とする緑が本区の大骨格であり、江戸から続く本区の都市構造の原点

であり象徴といえる。 

江戸時代から続く重層的な土地利用の発達の中で、各時代の社会背景やまちづくりの思想に応

じて形成された緑地を積極的に現代のまちづくりに活用する。 

 

 

２．空間をつなぐ 

－賑わいや快適さが続く緑のネットワークの構築－ 

緑の拠点を結び、都市に緑を編み込むことで、あらゆる場所で緑を感じられる都市を目指す。 

江戸の遺構が形づくる道路や河川を活用し、緑のつながりを街区全体、都市全体で創出してい

くことで、移動しながら都心の多種多様な緑を感じることのできる空間を形成する。そして、緑

とオープンスペースのつながりによって、まちなかに創造的な活動をもたらしていく。 

 

 

３．安心をつなぐ 

－都市の強靭性と持続性を高める緑の創出－ 

都市災害の発生を抑え、また災害時にはできるだけ被害を低減させるという都市の強靭性と持

続性が、区民が生活し多様な業務が集積する本区では重要となる。緑を非常時にも機能するよう

に整備・維持管理していく。 

暑熱環境の緩和、エネルギー消費の軽減など都市の持続性を高めていくための緑化、豪雨時に

雨水の流出を抑制する緑の確保を進める。 
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４．人とまちの縁
えん

をつなぐ 

－誰からも愛される都市のサード・プレイスとなる緑の創出－ 

それぞれのまちの界隈性、風情、暮らしや生業が反映された、住む人、働く・学ぶ人、訪れる人

誰もが気軽に立ち寄り、利用し、居心地よく滞在することのできる、人々に愛される緑とオープ

ンスペースを創出していく。 

 

 

５．未来につなぐ 

－緑の質を維持・向上させていく仕組みの構築－ 

地域のニーズに向き合い、地域に求められる緑の質を維持し続ける仕組みを、緑の創出時から

定めるとともに、将来にわたり、都市の変化・技術革新等を捉えて、より良い手法を継続的に採

用していく。 

 

 

６．緑とのつながりを創造する 

－地域に合った区民・企業参画の仕組みの構築－ 

まちと人の変化に伴う人々の暮らしのニーズを捉え、地域に合った緑の役割を検討し、その役

割が十分に発揮されるよう、緑とオープンスペースを整備、運営していく。区民、企業等、多様

な考えを持つ様々な主体が、地域の緑に愛着を持ち、様々な形で緑とのつながりを持てるような

仕組みを、まちや社会の変化に応じながら、構築していく。 
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まちづくりの各場面においては、本計画の６つの基本方針は独立して取り組むのではなく、各

方針が密接に関連し合うことを前提に取り組むことが重要となる。 

基本方針１～４によって、都市の中で多様な機能を発揮する、質が高く人々に愛される緑を創

出していくことを目指す。さらに、基本方針５と６によって、緑と質を維持・向上させていくこ

とを目指す。 

 

 

基本方針の関係性概念図  

賑わいや快適さが続く
緑のネットワークの構築

千代田区の歴史が育んできた
緑の拠点の保全・活用

地域に合った区民・企業参画の仕組
みの構築

誰からも愛される
都市のサード・プレイス
となる緑の創出

緑の質を維持・向上
させていく仕組みの構築

都市の強靭性と持続性を
高める緑の創出

1. 歴史をつなぐ

2. 空間をつなぐ

3. 安心をつなぐ

4. 人とまちの縁をつなぐ

5. 未来につなぐ

6. 緑とのつながりを創造する
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４   目標水準 

 

これまでの 20 年間、緑被率は増加し、身近な緑地※の面積も倍増した。これからの 20 年間は、

基本理念「つながりを深める、未来につなぐ」が示すように、緑の量を増やすだけでなく、いか

に人々に愛される、利用される緑を創出し、緑が人とまちをつなぐ手段とすることができるかが

重要となる。           ※住区基幹公園（街区公園）、児童遊園、広場、都市開発諸制度等による空地 

こうした観点から、将来像の実現に向けて、取組展開の包括的な達成度を測るための目標水準

として、次の３つの目標水準を設定する。 

 

 

これまでの 20年間、住環境整備、鉄道駅及び周辺の整備、計画的な大規模開発・都心再生を通

じて緑を創出してきた。 

これからの 20年間、公園等を適切に維持管理するとともに、民有地の緑が確実に維持されるよ

うに要請、支援していく。さらに、新たな開発等の機会を捉えて、都市開発諸制度等により緑地

を創出していく。 

 

■緑被率 

現況値 目標値 

23.22 % 25 % 

 

■身近な緑地※の面積 

現況値 目標値 

50 ha 75 ha 

※住区基幹公園（街区公園）、児童遊園、広場、都市開発諸制度等による空地 

 

  

１ 「緑の創出」に関する目標水準 
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エリアマネジメントの進展、居住者層の変化、新たな開発等、まちと人の変化を捉え、地域ニ

ーズに即した、質の高い緑地を創出していくことが重要である。 

緑地の整備、再整備時に、周辺地域のニーズを把握し、どのような緑の質が必要かを検討する

プロセスを設けることとし、公開性のある民間緑地についても、当該プロセスを設けるよう区か

ら積極的に要請していく。 

 

■身近な緑地※の整備における地域ニーズを把握するプロセスの実施率 

現況値 目標値 

－ 100 % 

※住区基幹公園（街区公園）、児童遊園、広場、都市開発諸制度等による空地 

 

 

 

20年間で身近な緑地面積は倍増した。これらのストックを、区民が、自らの生活の中で活用す

ることが重要である。 

目標１、目標２による、量と質の確保の成果を測る指標として、区民の緑に対する満足度と、

区民の身近な緑地の利用頻度を目標水準に設定する。 

 

■自宅の周辺の緑の豊かさに対して「良い」と感じる人 

現況値 目標値 

41.3 % 50％ 

 

■週１回以上、公園や広場など緑の空間を利用する人（仮） 

現況値 目標値 

－ 50％（仮）※ 

※計画策定後、速やかに区民アンケート等を実施し現況値を把握した上で、増加目標値を設定する 

 

  

２ 「緑の質の確保」に関する目標水準 

３ 「人々に愛してもらう・利用してもらう緑」に関する目標水準 
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今後まちづくりを進める上で、「関係主体が、まちの緑の状況を確認、共有し、開発地の特徴に

応じて更なる向上を図り、継続的な緑の維持に努めていくための指標」として、「緑視率」を設定

する。目標値は定めず、再開発等のまちづくりにあたり、再開発後の緑視率が再開発前よりも下

がらないように、区として積極的な緑化を要請していく。 

具体的な計測方法、現況値は、資料編を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑視率 

 

 

 

 

 

● 共有指標：緑視率 
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本計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①大骨格を形成する緑の保全 

②地域にふさわしい区民に愛され

る緑地の創出 

③質の高い緑の創出と継続的な質

の向上 

⑤民間と行政の連携によるきめ細

やかな緑のネットワークの形成 

⑥緑のまちづくりへの区民等の参

画機会の創出、バックアップ 

⑦変化に応える柔軟なマネジメン

トの構築 

基本理念 計画改定の課題 
（千代田区における今後の緑施策のあり方） 

④都市の強靭性を高めるオープン

スペースの整備 

緑がつなぐ、 

人・まち・未来 
 

緑によって、人とまちの関

係性を深め、暮らしを豊か

にし、世界に誇る緑豊かな

首都東京の形成を先導する 
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基本方針 将来像 

２．空間をつなぐ 
賑わいや快適性が続く緑のネットワークの構築 

３．安心をつなぐ 
都市の強靭性と持続性を高める緑の創出 

４．人と街の縁
えん

をつなぐ 

誰からも愛される 

都市のサード・プレイスとなる緑の創出 

５．未来につなぐ 
緑の質を維持・向上させていく仕組みの構築 

１．歴史をつなぐ 
千代田区の歴史が育んできた 

緑の拠点の保全・活用 

６．緑とのつながりを創造する 
地域に合った区民・企業参画の仕組みの構築 

将来像Ⅰ 

内濠リングと外濠リングを 
基盤とする構造的な 

ネットワーク 

将来像Ⅱ 

暮らしの安心を支え、 
人々に愛される身近な緑 

将来像Ⅲ 

まちと人の変化を 
捉えて模索する柔軟な 
緑のマネジメント 
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将来像の実現に向けて、どのような緑地を配置するか、どのような空間（場所性）を意識して

取組みを展開していくのかを、緑の配置方針として示す。 

配置方針は、３つのレイヤーから構成される。将来像Ⅰ、Ⅱ、Ⅲそれぞれの実現に向けた配置

方針が重なることで、「人とまちの関係性を深め、暮らしを豊かにし、世界に誇る緑豊かな首都東

京の形成を先導する」ための緑の配置が導かれる。 

 

 

 

本配置方針は、区民、事業者、行政が共有し、それぞれの取組みの場面において、取組場所や

その周辺との関係性を意識することで、個々の取組みが、街区や都市全体の緑のつながりに貢献

していくことを目指すものである。 

 

  

将来像Ⅱ
暮らしの安心を支え、人々に愛される
身近な緑の創出のための配置方針

将来像Ⅰ
内濠リングと外濠リングを基盤とする構造
的なネットワーク形成のための配置方針

将来像Ⅲ
まちと人の変化を捉えて模索する

柔軟な緑のマネジメントのための取組方針

● 緑の配置方針の考え方 

章 ５ 第 緑の配置方針 
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１   将来像Ⅰの実現に向けた配置方針 
（内濠リングと外濠リングを基盤とする構造的なネットワーク形成のための配置方針） 

 

 

本区は、首都東京の緑のネットワークを形成する上で重要な位置に存在する。皇居等による内

濠リングと、外濠、神田川等による外濠リングを中心に、本区の外側への緑をつなげていく起点

の役割を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 首都東京における本区の緑の位置付け 
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● 本区における緑の配置 



 

第５章 緑の配置方針 | 41 

内濠リング 

内濠とその内側の緑地（皇居、東御苑、皇居外苑、北の丸公園等）。 

本区のみならず東京や日本の象徴的空間であり、区内最大の緑のまと

まりとして保全するとともに、内濠沿いの緑化等による水辺と一体と

なった良質な景観を形成する。 

外濠リング 

本区を取り囲む外濠と神田川による環。 

公園や橋詰広場、周辺の開発等によって連続する水と緑の空間を形成

し、緑や水を感じながら、また本区の歴史文化に触れながら歩くこと

のできる環としていく。 

崖線の緑 

東京湾の海の浸食作用でできた崖地の連なりに残る緑。 

自然の地形を残した東京の緑の骨格の一つであり、公有地、民有地と

もに積極的な保全を進める。 

シンボル緑地 

本区の歴史的、文化的象徴といえる緑地の空間（神田明神、日枝神社、

靖國神社、清水谷公園、常盤橋公園、日比谷公園、国会前庭）。 

内濠から外濠、その外側へと続く緑のネットワークの中心的な拠点と

して、また多くの人々が訪れる本区の代表的なオープンスペースとし

て、一層の機能充実を図る。 

日本のビスタ 
日本を象徴するランドマークに向けたビスタの眺望。ランドマークへ

と続く並木を保全する。 

緑の環境・文化軸 

放射・環状の都市の骨格として、広域的な移動や区内・区外の拠点間の

連携機能を強める軸であり、内濠リングと外濠リングをつなぐ役割を

担う。街路樹と沿道敷地への緑化誘導によって、都市に潤いを運ぶ軸

を形成する。 

水の環境・文化軸 

区内を流れる神田川と日本橋川を中心とする軸。今後の道路再編等を

見据えながら、親水性を高め、人々が水を感じながら移動・滞留できる

軸を形成する。 

緑の回廊軸 

まちと駅、界隈、拠点等をつなぐ軸。道路と沿道敷地が連携し、緑が連

続する街並みを創出し、休憩スペースや緑陰の確保等を通じて、歩い

て居心地の良い環境を形成する。 
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２   将来像Ⅱの実現に向けた配置方針 
（暮らしの安心を支え、人々に愛される身近な緑の創出のための配置方針） 
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麹町・番町・富士見

エリア 

内濠や外濠、靖國神社など緑の骨格とのつながりを創出するため、街

路樹や公園、広い敷地における緑の創出を中心としながら、個々の敷

地における取組みが集積することで緑を広げていく。 

秋葉原・神田・神保

町エリア 

暮らしの中で緑と水を感じられるように、神田川、日本橋川をまちづ

くりに積極的に活用する。また、再開発等を契機とする緑地の創出、緑

化を行うとともに、限られた緑化余地の中で創意工夫しながら、地先

園芸等、生活に身近な場所に少しずつ緑を創出していく。 

都心中枢エリア 

多様な主体が、一体的・面的に緑の取組みを展開していく。他のエリア

や他自治体に先駆けて新たな技術を積極的に取り入れ、果敢なチャレ

ンジを展開し、周辺地域に波及させていく。 

 

国際ビジネス・文化

交流拠点 

首都東京のビジネス・文化を牽引する機能が集積する。緑が有する機

能を、拠点の魅力増進、良好な都市環境の形成、防災・減災等、多様に

発揮させていく。 

官民一体となって首都東京の顔としての風格ある緑の景観を形成す

る。一方で、働く人々や区民が気軽に訪れ、くつろぐことのできる、親

しみや身近さを感じる緑地を創出し、多くの人が滞在し交流する場を

創出していく。 

高度な都市活動による環境負荷を軽減し、ヒートアイランド現象を緩

和するための緑化を積極的に進める。さらに、都市機能が安定的に維

持されるよう、災害時にも機能する緑とオープンスペースを創出する。 

高度機能創造・連携

拠点 

都市開発・都市基盤整備によってビジネス・サービス・文化交流・行政

等の拠点機能を有する。緑が有する機能を、拠点の魅力増進、良好な都

市環境の形成、防災・減災等、多様に発揮させていく。 

民間の開発、公共施設、公園等が一体的・連続的な緑を創出し、居心地

の良さを広げていく。内濠リング、外濠リング、シンボル緑地など、骨

格となる緑とのつながりを意識し、拠点内全体で潤いを感じさせる場

としていく。さらに、都市機能が安定的に維持されるよう、災害時にも

機能する緑とオープンスペースを創出する。 

まちの魅力再生・創

造拠点 

都心生活を支え、豊かにする機能を充実させていく拠点。 

各まちの玄関口となる駅周辺の緑化を進めるとともに、公園や公開空

地等においては個々の開発や街区再編の機会を活かして、まちの個性

を演出しながら緑による潤いを加えていく。 

 

個性ある界隈 

地域それぞれが積み重ねた歴史・文化・産業等によって、個性が特に色

濃く表れている一帯。 

緑の創出にあたっては、まちの個性を捉え、魅力を増進させるような

緑のあり方や、緑化手法、緑の活用方法等を特に意識していく。 
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３   将来像Ⅲの実現に向けた配置方針 
（まちと人の変化を捉えて模索する柔軟な緑のマネジメントのための取組方針） 
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エリアマネジメント

の活動エリア 

エリアマネジメント団体と連携し、地域住民や企業等が中心となって、

地域のニーズに柔軟に対応しながら、エリア全体の緑のあり方を議論

していくエリア。新たな試み等に行政も積極的に支援、連携していく。 

※方針図に表示されておらず、今後新たにエリアマネジメントの取組

みが開始された場合も、当方針が該当する。 

地区計画によって緑

の創出を目指すエリ

ア 

地域の人々と策定したまちづくりのルール（地区計画）に沿って、着実

に緑を創出するとともに、まちに開かれた緑となるよう誘導していく

エリア。地区計画が定める緑化率以上の緑化や、質の高い緑を創出す

る取組みに対して、行政も積極的に支援していく。 

緑のマネジメント創

出を目指すエリア 

個々の開発等の場面で、住民等のニーズを把握し、相応しい緑のあり

方を検討しながら緑の創出を進めていくべきエリア。 

地域住民等の緑に対する気運の高まりに応じて、積極的に、地域住民

等が緑づくりに中心的に関わることのできる仕組みや体制を構築、支

援していく。 

周辺区との緑の連続

性を特に意識する空

間のつながり 

周辺区と道路等によって連続していることから、街路樹、沿道敷地等

の緑の設え、街並み等が広域的に連続するよう、積極的な連携を図る

べき空間。 

周辺区における民間開発等の進行も意識しながら、当開発地等との連

続性・回遊性を意識した緑づくりを進めていく。 

 

 

 


